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乳幼児の意見表明権とその実施に関する一考察

- J.コルチャックの権利思想を基として 一

小田倉 泉*

これまで､乳幼児の権利は限定的なものであり､子どもの権利条約成立過程においても､乳幼児の権利へ

の言及は､保護に関わる事項が主であり､意見表明権は乳幼児を対象にしたものではなかった｡

匡I連子どもの権利委貝会による ｢一般的注釈 第7号｣｢乳幼児期における子どもの権利の実施｣は､乳幼

児が子どもの権利条約に規定された全ての権利の保有者であることを明記している｡同委員会が強調してい

るのは､乳幼児の感情さえも尊重に値する意見である､ということである｡コルナヤツクもまた､乳幼児の

｢涙と微笑みの言語｣に耳を傾け､尊重することを強く要求している｡コルチャックの乳児 ･幼児の権利観

は､子どもの権利条約の理念への認乱と理解を深めるものであると考える｡

キーワー ド :子 どもの権利委員会､乳幼児､意見表明権､∫.コルチ ャック

はじめに

ヤヌシュ ･コルチャック (JanLlSZKorczal(,本

名IIIenrykGoldszmit187811942)は､/J､児科医

から教育者に転身し､ワルシャワに2つの孤児

院を開いて､子どもとおとなの平等な権利を基

本 とする､子 どもの 自治による実践を行った

ポーランドの教育者､作家である｡コルチャッ

クの教育において､｢子 どもの権利の尊重｣は

重要なキーワー ドであ り､彼の教育思想と実践

を貫 く教育の基本であると言って過言ではない｡

しかし､コルチャック没後36年後､1978年に

ポーランドが子どもの権利条約の採択を提案 し

た理由の中で､コルチャックの名が挙げられる

ことはほとんどなかった｡子どもの権利条約草

案審議作業部会議長であったアダム ･ウオパ ト

カ氏は後に､条約の提案理由の背景としてはコ

ルナヤツクの名前を挙げている1)が､子どもの

' 埼玉大学教育学部乳幼児教育講座

権利条約成立過程においてはコルチャックの理

論との関係は語 られることはなく､条約への直

接的な繋が りはないようである｡W.K.ガンセ教

授 2)は､コルチャックの理論は､国際的な子ど

もの権利に関する議論の中で見失われたのでは

ないかと述べ､彼の理論が第二次世界大戦後の

国際的な子 どもの権利運動の展開において影響

を与え得なかったことによって､子どもの権利

を基本的なところで深 く理解することが妨げら

れて しまった側面があると述べている｡コル

チャックが子どもの権利に関する国際的議論の

中で見失われた理由はまだ明らかではないが､

彼の子どもの権利思想は､今日において権利条

約の理念と子 ども観の解釈を深める上で有益で

あると思われる｡

2005年11月1日､国連子どもの権利委員会は､

｢乳幼児期における子どもの権利の実施

(ImplementingChildRightsinEarly

Childhood)｣と題 した ｢一般的注釈 第 7号

(GeneralCommentsN0.7)｣ 3)を発表 した ｡こ
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こにおいて ｢乳幼児は､子どもの権利条約に規

定された全ての権利の保有者である｣と明記さ

れ､最善の利益の保障､保護 ･教育-の権利等､

保護を受ける主体であるだけでなく､積極的な

権利行使者としてみなされるべきことが述べら

れている｡本一般的注釈において特筆すべきこ

とは､乳幼児が意見表明権を有していることを

明らかにしている点である｡

この一般的注釈に表されている乳幼児の権利､

特に乳幼児の意見表明権を支えている乳幼児観

は､コルチャックが代表作 『子どもをいかに愛

するか ("Jakkochatdziecko")』(初版1918年)

において描いている乳幼児観と共通する理念を

もつと考えられる｡この作品の中でコルチャッ

クは､積極的な権利の行為者としての乳幼児を

描き､彼 らの権利尊重を求める主張を行ってい

る｡

本稿は､｢一般的注釈 第 7号｣と､コルチャ

ックの権利思想における､乳幼児の権利観に関

する共通性に注目し､乳幼児の意見表明権の実

施と､この権利が内包する､乳幼児の発達への

意義について考察していく｡

Ⅰ.子どもの権利委員会｢一般的注釈 第 7

号｣における乳幼児の権利

1.｢意見表明権｣の対象をめぐる解釈の変遷

1970年代から､欧米では乳児行動の研究が盛

んになったと言われているが､今日､乳幼児に

関する医学､心理学､社会学等諸科学の目覚し

い発展によって､乳幼児の発達とそのメカニズ

ム等に関する多くの研究が成果を上げ､乳幼児

に関する研究は一つの研究領域として成立して

いると言えよう4)｡これによって､乳幼児を無

力な存在とみなす伝統的な乳幼児観は覆され､

乳幼児は多様な能力を有 し､重要な発達期にあ

る存在としてみなされている｡

1989年子どもの権利条約は､当時の最も先駆

的な子ども観の結晶であるが､近年の乳幼児に

対する国際的な認識の変化は､権利条約の ｢子

ども｣解釈にも変化を与えていると考えられる｡

というのは､条約成立過程における乳幼児の取

り扱いと､2005年 ｢一般的注釈｣に表された乳

幼児観とは､大きな違いがあるためである｡

本条約第1条において､｢子ども｣とは､｢18

歳未満のすべての者｣と明記されている｡条約

は子ども期のどの時期をも特定してはいないた

め5)､従って､乳幼児は条約に明記されたすべ

ての権利の保有者である｡しかしながら､条約

の成立過程における乳幼児の権利への言及は､

出生前からのケアと保護への権利､生命への権

利､適切な保護を受ける権利､最善の利益の保

障等､保護に関わる事項が主であって､他の重

要な事項についてはほとんど言及されてこな

かった6)｡Nユリフスキは､今回の子どもの委

員会が ｢乳幼児の権利はこれまで見過ごされて

きた｣､｢乳幼児が条約の保護の権利からの利

益しか得ていないということが広 く信 じられて

いる｣と言及 していることを述べており6)､条

約におけるこれまでの乳幼児の権利が限定的な

ものであったことは明らかである｡

特に､｢子どもの権利の実質内容と関わる画

期的な条文｣7)であり､｢子どもを権利行使の主

体として位置づけた｣8) ものとして本条約の特

徴的な権利である ｢第12条 意見表明権｣に関

しては､｢自己の意見を形成する能力のある児

童｣の表明する意見が､｢その児童の年齢及び成

熟度に従って相応に考慮される｣ものであると

記され､条約形成過程､また成立以後も､｢意見

表明権｣とは､乳幼児期以降の児童を対象とし

て述べられ､論 じられてきた｡また､条約の審

議過程において､｢意見｣は ｢opinionJ｢wishes｣

から ｢views｣に統一されたが､これについて

石川稔は ｢vleWが比較的高度の意見をいうと考

えられるので､F自己の意見を形成する能力の

ある児童Jは年齢の比較的高い子を意味すると

考えられる｣9) と述べており､成立当初から､

意見表明権は乳幼児期には焦点を当てられな

かったことがわかる10)0

第12粂第 2項は､｢自己の意見を形成する能
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ノブ｣がない場合への考慮が記されているが､そ

の対象事項は､｢司法上及び行政上｣の問題であ

り､｢view-高度な意見｣を末だ形成 し得ない

乳幼児の ｢意思､意向｣は､その対象外となる｡

福田雅章は､2005年 ｢一般的注釈｣以前には子

どもの権利委員会内でも意見表明権を､｢子ども

の成長発達との関係で理解することができず､

どちらかというと政治的 ･社会的参加枠 (市民

的自由)の系譜として位置づけていた｣川と述べ､

子どもの ｢意見表明｣が､限定的な意味の中で

解釈されていたことを指摘 している｡

ここから､乳幼児は現実的には､この権利を

行使する主体とはみなされていなかったと言え

る｡｢年齢及び成熟度に従う｣場合､新生児､乳

幼児がその対象となることは稀なことであり､

ここで問題となるのは､子どもが ｢未熟な｣乳

幼児期を過ぎ､その成長がどれだけ成人に近づ

いているかどうかを問うことであると思われる｡

よって､｢意見表明権｣は､乳幼児を対象とする

権利であるとは解釈されてこなかった12)0

しかし､2004年 9月17日に提出された､子ど

もの椎利委員会による ｢乳幼児期における子ど

もの権利の実施 (ImplementillgChildRlghtsil一

EarlyCh11dhood丹 3)と題された勧告､及び､こ

れを受けて2005年11月に発表された､｢一般的

注釈 第 7号｣ は､乳幼児が､条約の規定す

る全ての権利の保有者であること､従って､意

見表明権もまた乳幼児の権利であることを明確

に表明した｡この一般的注釈は､乳幼児の権利

に関する画期的な文書と言えよう｡

2.能動的主体としての乳幼児観と ｢意見表

明権｣

2004年勧告 ｢乳幼児期における子どもの権利

の実施｣14)は､その冒頭で､

｢子どもの権利条約がすべての人権の相互不可

分性 と相互依存性を基盤とする､乳幼児期の発

達に関するホリスティックな視点が反映されて

いることを再確認する｡従って､条約が認める

全ての権利は､最も幼い子どもを含む18歳以下

の全ての者に適用される｡--本委員会は､乳

幼児期の発達の重要性を強調 したい｡なぜなら､

乳幼児期は､子どものパーソナリティと才能､

精神的身体的諸能力の健全な発達の確固とした

基礎を築 くために決定的に重要な期間だからで

ある｡｣ 15)

と述べている｡ しかし､第12条に関しては ｢子

どもの参加｣として､以下のように述べるに留

まっている｡

｢子どもの権利条約は主として､子どもに関わ

る全ての事項における子どもの参加を記 してい

る｡それゆえ締約国は､家庭 (適用できる場合

には､拡大家族をも含む)､学校､保育施設､お

よび子どもの属する地域社会において､最も早

い乳幼児期の段階から､乳幼児の日常生活の中

に､権利の保有者であるという子ども観が根付

くことが保障されるよう､あらゆる適切な対策

をとらなければならない｡締約国は､乳幼児が

日常生活の活動の中で､自分の権利を積極的に､

かつ漸進的に行使するための機会を促進 し作り

出すことに､両親 (そして拡大家族)､学校､地

域社会一般が積極的に参加するようにするため

のあらゆる適切な方法を採 らなければならない｡

この点において､最も幼い子ともたちの発達 し

つつある能力に従って､彼らの表現､思想､良

心と宗教の自由､およびプライバシーの権利に

対 し､特別な注意が払われなければならない ｣16)

ここでは､乳幼児の意見表明についての具体

的な言及はない｡ しかし､これまで受身的な権

利保有者であった乳幼児が､｢日常生活の活動

の中で､自分の権利を積極的に､かつ漸進的に

行使する｣として述べられていることは､本委

員会の､権利保有者としての乳幼児観を明確に

表明していることを示すものである｡

これを受けて採択された ｢一般的注釈 第7

号｣は､｢乳幼児にとってのより広範な意味に関
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する討議の必要性｣から､2004年の勧告､一般

的注釈の採択へと至った経緯を解説し､冒頭に

おいて以下のことを強調している｡

｢乳幼児がこの条約に述べられている全ての権

利の保有者であること､そして乳幼児期がこれ

らの権利の実現に決定的に重要な時期である､

という認識を促進することを望む｡｣ 17)

本一般的注釈は､乳幼児が ｢子どもの権利の

保有者である｣18)ことを冒頭において明記し､

乳幼児とは､｢その人生の始まりから固有の関心､

能力､及び脆弱性を有する社会的主体 (social

actor)｣1け)であり､｢それ自身の関心､利益及び

意見をもつ能動的な構成員｣2n)､かつ､｢他者に

完全に依存しているが､ケア､指示､助言の受

動的な受容者｣ではなく ｢両親や､ケア提供者

に対し､自らの生存､成長､幸福のための保護

といたわ りとを要求する能動的な社会的主体

(activesocialagent)｣2｡であるという乳幼児

観を明瞭に解説している｡本権利委員会委員の

クラップマン教授によれば 22)､この一般的注釈

の中心点は ｢子どもは幼 くても権利の保持者で

ある｣ということであり､一般的注釈が示す乳

幼児とは､権利保有者､権利の能動的かつ積極

的な行為者､能動的な主体である｡

この乳幼児観に基づき､条約第12条が掲げる

意見表明権が乳幼児に適用されるべきものとし

て､注 釈 ｢乳 幼 児 の 意 見 (views)と感 情

(feelings)の尊重｣が挙げられている｡これは､

これまでの子どもの権利条約をめぐる国際文書

の中でも､特別な新鮮さをもって記されている

と思われる｡

｢この権利は､自己の権利の促進､保護､監視

への積極的な参加者としての乳幼児の地位を強

化する｡乳幼児の一家族､地域社会､及び社会

における参加者としての一主体性の尊重は､年

齢及び未成熟性を理由に､不適当なものとして

しばしば見逃され､又は拒否されている｡･

本委員会は､条約12条が､年少の子どもと年長

の子とも､双方に適用されることを強調 したい｡

権利の保有者として､たとえ生まれたばかりの

子どもであっても､自己の見解を表明する資格

を与えられ､それは 『子どもの年齢と成熟に応

じて考慮される』べきである (第12条第 1項)｡

乳幼児は自分たちを取り巻く環境に非常に敏感

であり､そ して､自己のユニークなアイデン

ティティを自覚することに加えて､自分の周囲

の人々､場所､生活習慣を大変急速に理解 して

いく｡彼らは､話 し言葉､書き言葉を用いてコ

ミュニケーションができるようになるはるか以

前に､選択 し､自分の感情､考え､願いを様々

な方法で伝達する｡｣ 23)

クラップマン教授は､乳幼児は ｢何かをした

い｣あるいは ｢いやだ｣と言うことで欲求を表

明し､｢泣くことや笑うこと｣l酎二は ｢自分を破

壊すること｣によっておとなにメッセージを伝

えていると述べて､条約の指す ｢意見｣とは､

｢洗練された知的な意見｣のことではなく､｢子

どもたちが表現する感情さえも尊重に値する意

見｣24)であり､今回の一般的注釈において強調

されていることは､乳幼児は ｢笑ったり､顔の

表情を変えたりすることで自分の意見を表明す

る力を持っているということ｣だと述べている25)0

条約形成の過程で論議されてきた､意見表明

権の行使に関わる ｢自己の見解をまとめる能

力｣の有無にかかわらず､子どもの ｢感情､考

え､願い｣をそのまま第12条の内包する ｢意見｣

と捉え､言語以外の方法でそれを表明すること

もまた､｢意見表明権｣の行使であることが､明

確に表されている｡条約形成過程から成立後に

おいても､長い間埋 もれていた権利が､ここに

おいて引き出されたと言い得るであろう｡

このように乳幼児が意見表明権を有するとす

る認識は､本一般的注釈が意図している通 り､

乳幼児の権利主体としての認識を大きく変える

ものである｡この権利が含まれていることに

よって､乳幼児が受身的な権利の保有者ではな
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く､積極的な権利の行為者であるという､本一

般的注釈の示す乳幼児観が実質的な根拠をもっ

て提示されたと言えるであろう｡

以上のような､権利保有者としての乳幼児観

は､20世紀後半以降の匡‖祭的な研究とその成果

の蓄積の中で見出されてきたが､20世紀前半に､

乳幼児は ｢涙と微笑みの言語｣｢顔の表情という

言葉｣で語ってお り､権利保有者としての乳幼

児の権利を尊重 しようとする主張はコルチャッ

クにおいてなされていたことに注 目し､彼の思

想における､乳幼児観と乳幼児の ｢意見｣の尊

重に懐け る主張を分析 していく｡

Ⅱ.コルチャックにおける乳幼児の ｢意見

表明｣

1.乳幼児の存在を受容される権利

コルチャックがその教育思想を形成 した時代

は､世界的な教育界の流jlから見れば､新教育

運動の時代であり､ポーランド国内の政治的動

向を見れば､社会全体が子どもの問題に魅了さ

れていく時代であ り､｢社会問題 としての子ど

もは､新 しい時代の発見｣ZG)であったO特に19

世紀ポーランドのポジティビズム文学は､子ど

もの問題を取 り上げ､また論 じる上で重要な役

割を果たした｡ポジティビズム文学において､

子どもは物語の中心に位置 し､子 どもは独立 し

た自党的存在として描かれ､子ども自身の経験

が描写される｡

このような政治的､文化的に子 ども-の関心

が高まる中で形成されたコルチャックの権利思

想は､その子ども観に特徴づけられる｡塚本智

宏によれば､コルチャックの基本テーゼは ｢子

どもはこれから人間になるのではなく､すでに

人間である｣である27)｡

｢子 どもが将来人間になるのではなく一彼 らは

すでに人間だ､ということなのだ｡彼 らは地球

上の実りと宝の3分の 1を受け取る権利をもっ

ている､慈悲ではなく｡彼 らは人類の思想が勝

ち取 ってきたものの 3分の 1を受ける権利 を

もっている｡｣ 28)

彼は､子どもが ｢すでに人間｣であり､子ど

もがおとなと区別されることなく､等 しく ｢3
分の 1を受け取る権利をもっている｣ことを述

べることによって､子 どもが子どもであること

によって不当に椛利が奪われている状況を批判

しつつ､子どもの正当な権利の保障を求めてい

る｡

コルチャックの代表的著作 『子どもをいかに

愛するか』は､｢家庭の子ども｣｢サマーキャン

プ｣｢寄宿学校｣｢子どもたちの家｣の4編から

なるもので､彼の ｢最 も重要な子育て ･教育

論｣､｢具体的な教育観の現われ｣､｢子 どもに関

する集大成｣､｢思想と教育学的指摘の体系化を

試みた｣彼の ｢教育学の信条｣などと評されて

いる｡彼は､この作品において挙げられている

｢3つの基本的な権利｣ 29)のうち､｢子 どもの

今日という日に対する権利｣､｢子どもがあるが

ままでいる権利｣は､乳幼児の ｢意見表明｣を

尊重する上で､重要な権利と考えられる｡

(1)｢今 日という日に対する権利｣
｢怠惰にも､われわれは､先にあるものをふさ

わしく受け入れる準備をするためといって､今

日という日の美 しさを探すことを拒んでいる｡

ついに明日がやってきたとき､われわれは次

の明日を待ち始める｡というのは､基本的に､

子どもがまだ存在せず､やがて何者かになるで

あろうと､子どもは今は何も知 らないが､やが

て知るようになると､今はできないがやがてで

きるようになるのだという､このような考えは､

絶え間ない期待を強要するのである｡

人糞頁の半分はあたかもまったく存在 しないよ

うである｡その生活は冗談であり､その奮闘は

初心なものであり､その感性は移ろいやすいも

のであり､その意見はおかしなものである｡｣ 30)

｢子どもは考える｡
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『ぼくは何者でもない｡おとなだけが何 ･者 ･

か ･なのだから｡ぼくはちょっとだけ今は大き

くなった｡でもまだ､何 ･者 ･でもない｡あと

どのくらい待てばいいのだろう.--』｣ 3-)

｢われわれは彼らに明日の人間という重荷を負

わせている一方で､今日を生きる人間の権利を

与えていない｡｣ 32)

コ-エン331は､コルナヤツクが子ども時代を､

それ自体人生の本質的で完全な一部であり､他

の段階と比膜し得ない絶対伯勺価値をもつもので

あることを認識していたと述べ､バイナ- 3Jl)は､

この権利を子ども時代の絶対的な価値の強調で

あるとしている.バイナ-は更に､この権利に

はおとな時代と子ども時代は同等であること､

子ども特有の視点､子ども時代特有の ｢今｣､そ

の ｢今｣における欲求や要望などがあるとする｡

バイナ一に従えば､｢今日というFI｣に対する権

利は､｢今日｣｢今｣の子どもの ｢意思や思い｣

を受け流すことなく､その時々で受容するため

の権利である｡

また塚本は､この種利を第 3の ｢子どものあ

るがままである権利｣と並ぶ最も重要な思想で

あると述べ､おとなが子どもを ｢成長しつつあ

るもの｣としてのみ見､常に明日の子どものた

めに対処 しているのは､つまり現実には存在し

ないものとして子どもを見ていることである､

と要約する｡この権利の尊重は､現実の目の前

の子どもが､現在の最高の瞬間にあるものだと

受け留めることである｡従って､過去にも未来

にも比較することなく､現在ある子ども､乳幼

児の姿が最高のものとして受容される権利が､

この第2の権利であるといえる｡

(2)｢あるがままでいる権利｣
コルナヤツクの言う子どもの ｢あるがまま｣

とは何を指すのか､彼の以下の表現がそれを示

している｡

｢子どもが歩き始め､話 し始めるのにふさわし

い時期はいつなのか｡それは､彼が歩き始め､

話 し始めるときだ｡いつになったら歯が生え始

めなければならないのか｡それは歯が生え始め

るときだ｡---赤ん坊は､彼にとって寝ること

が必要なその時間に眠 らなければならないの

だ｡｣ 35)

｢もし従順な 『良い』子が突然いうことをきか

ず反抗的になったら､子どもがあるがままの本

性を現すことに腹を立てるべきではないという

ことも覚えておくべきである｡｣ 36)

｢あるがままでいる｣ということは､子どもが

発する子どもからのメッセージを､そのままに

受け留めること､子どもがその時々に示す姿こ

そが､その子どもの真の姿であると受け入れる

ことであることが､ここから読み取れる｡

レヴイン37)は､この第3の権利を､子どもの

おとなとの平等の権利を保障するためのもので

あるとしている｡彼によれば､コルチャックの

要求する平等の権利とは､子どもの標準的な発

達を保障する物質的な必要条件や適切な保護だ

けでなく､何よりも先ず､子どもは人間の萌芽

などではなく､子どもはすでに人間であるとい

う事実を理解 し認識することであるという｡更

にこの事実とは､子どもの人生のどの瞬間にお

いても､発達のどの段階においても､子どもは

一人前の人間であり､われわれの仲間であると

いうことである｡成長発達のどの段階にあるか

にかかわらず､一人の人間存在､能動的な権利

主体として子どもを認識するということは､特

に､乳幼児の権利について解釈､認織する際の

乳幼児観を大きく左右するものとなると言えよ

う｡

レヴインはまた､子どもが ｢自分自身である｣

ということとは､子どもの今ある状態､自分は

こうなりたいと望んでいる姿､あるいは自分は

そうなれる､といった子どもの中に内包された

すべてのことを含んだ ｢肖分自身｣であると述

べる｡｢子どもの中に内包されたすべてのこと｣
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から､様々な方法で発せられるメッセージは､

子どもの真の意思､感情として､おとなによっ

て理解されなければならない｡

｢あるがままでいる権利｣を乳幼児の権利とい

う観点から解釈する時､そこには､どんなに幼

い乳幼児であっても､すでに主体的な人間であ

り､その今ある姿から発せ られるメッセージは､

その乳児自身､幼児自身として受け留められな

ければならない､という意味があると言える｡

コルチャックは､｢今を生きる権利｣｢あるが

ままでいる権利｣への認織をもって目前の乳幼

児を捉えていたわけであるが､そのような乳幼

児理解の姿勢は､表面的には脆弱で依存的に見

える乳幼児の中にあるおとなに劣らない人間の

姿を､彼に見出させていたと考えられる.

乙 人格的存在としての乳児

『子どもをいかに愛するか ｢家庭の子 ども

編｣』においてコルチャックは､子 ども存在が独

立した人格であることを様々な表現や観察の記

録をもとに表している｡コルチャックは､子ど

もの独立した生がすでに胎児のときに始まって

いるとしており､乳児が一個の人格的存在とし

て自覚的に積極的に生きる様を描いている｡

｢ただ際限のない無知と浅はかさだけがこの事

実を見落としてしまうのだ｡それは､乳児が､

生来の気質と強さ､知性と自尊心と人生の経験

から成る､厳密に言えば､一個の人格であると

いう事実である｡｣ 38)

ここで彼は､乳児が弱々しく保護のみを必要

とする受身の姿ではなく､強さや知性をもつ一

個の人格であることへの注意を喚起する｡さら

に彼は次のように述べる｡

｢もしわれわれが､乳児の意識により深 く入り

込めば､われわれはそこに､予期 した以上のも

の､しかしわれわれが予期 していたのとは極め

て異なったものがあるのを発見するはずであ

る｡｣ 39)

｢赤ん坊というものは外界を獲得 しようと努力

するものである｡---赤ん坊は､自分の関心の

あることについて､自分が使える (まだ少ない)

知識と方法 (まだ貧弱なものだが)の範囲で行

動する｡｣ 40)

乳児は､｢われわれ｣おとなが予期する以上の

ものを有 し､理解 している以上の明瞭な意識と

意志をもって主体的に行動していることをコル

ナヤツクは述べる｡

以下は､やっとつかまり立ちができるように

なったプロネックの描写である｡

｢プロネックは ドアを開けたい｡前にある椅子

を押 している｡休むために一旦中止するが､援

助は求めない｡椅子は重い｡彼は少し疲れた｡

椅子の足を片方ずつ､引っぼっていく｡--･椅

子は､もうドアのすぐそばまできた｡だから彼

は､何とかそこまでたどり着いて椅子によじ登

り､椅子の上に立てるだろう､と考えている｡

･-･-ドアの取っ手のある側まではまだ少し距離

がある｡いらいらした様子は少しもない｡

ドアが開いた-深いため息｡意志を行使 した時

や緊張 した集中の､あの深い安堵のため息を､

われわれはすでに赤ん坊の中にさえ見ることが

できる｡･--｣ 4')

プロネックの描写において､乳児は既に自律

的な人間であり､ ドアに向かう乳児は､自分の

歩みを自ら切 り開く1人の人間である｡ここに

は､｢既に人間｣として主体的に歩む乳児の姿が

抑かれている｡コルチャックの乳児観には依存

的､受身的､未熟で脆弱な乳児はなく､伝統的

なおとなの認識以上に人格的であり､能動的か

つ積極的主体としての乳児の姿がある｡
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3.乳幼児の ｢意見表明｣権と存在の受容

｢母親が､(乳児の)はっきりしない未完成の言

葉の意味を言い当て､その子どものはっきりと

しない最初の言語を理解 したときに感じること

のできる喜びはどれほど純真なものだろうか｡

では､涙と微笑みの言語､二つの目と唇の形の

言語､身振りや吸い付き方の言語は ?｣ 42)

[丸括弧 ( )内は､著者による補足]

｢赤ん坊は､顔の表情という言葉で､印象と感

情の記憶という言葉で話 しているのである｡｣ 43)

乳児が ｢涙と微笑み｣､｢二つの目と唇の形｣､

｢身振 りや1吸い付き方｣｢顔の表情｣という ｢言

語外の言語｣で語っているのだと彼は言う｡表

情やしぐさ､泣き方の違い等､乳幼児の示す一

つひとつのことは､乳幼児の ｢言語｣であって､

それによって乳幼児は､母親､親密な養育者に

対して意思表示をしている｡この意思表示を行

う ｢言語｣は､｢一般的注釈 第 7号｣の述べる

｢話 し言葉､書 き言葉を用いてコミュニケー

ションができるようになるはるか以前に､

自分の感情､考え､願い｣を伝達する ｢様々な

方法｣であると言えよう｡ここで､コルチャッ

クは､乳幼児の ｢言語｣による ｢意見表明｣を

｢権利｣としては明記していないが､乳幼児が､

彼らの ｢言語｣を用いて伝達 しようとしている

意思､｢意見｣を聞き取る責任と義務を､おとな

に強く要求している｡

｢彼女 (母親)の目と耳と乳首がつかんだ100の

兆候が､また100の極々小さな不満が､F気分が

良くないの､本当に調子が良くないの』と､彼

女に教えている｡｣ 44)

[丸括弧 ( )内は､著者による補足]

｢子どもは誕生のまさにその最初の日から泣い

ているが､彼女はそれ以上のことを何も観察 し

てこなかった｡子どもはひっきりなしに泣いて

いるのに l｣ 45)

子 どもの権利尊重をおとなに要求するコル

チャックは､しばしばおとな-の痛烈な非難や

批判を､要求の手段としている｡ここにも､母

親に対する彼の批判がある｡

乳幼児が､｢しくしく｣泣いたり､｢突然金切

り声をあげて｣泣いたり､｢突然泣き止んだ｣り

することで､彼 らの ｢言語｣を用いて ｢意見表

明｣を実行 していると言えるとすれば､乳幼児

の側において自らの成長､保護､幸福のために

必要な行動を起こしている､ということである｡

乳幼児の側においてなすべき事柄が実行されて

いるとすれば､権利を具体的､実際的行使の完

成の形へと導 く役割を果たすのは､おとなの義

務と責任であると言える｡

乳幼児は体全体で世界と接しており､乳幼児

の行動はその存在全体を含むものである46)｡そ

れゆえ､乳幼児が言語外の方法で示す感情や意

思､願望は､乳幼児自身を表出しているもので

ある｡乳幼児の意見表明を権利として尊重する

ことは､乳幼児の存在全体の受容と尊重を保障

させようとするものである｡また同時に､乳幼

児の存在全体の受容を保障しようとする ｢今を

生きる権利｣､｢あるがままである権利｣は､乳

幼児の意見表明権を保障するものとなる｡コル

チャックにおける､乳幼児の受容と､乳幼児の

｢言語｣を通して発せられる乳幼児の意見表明

権の尊重と保障は､乳幼児の人間存在として尊

重される権利と表裏一体の関係にあると言えよ

う｡

福田は､意見表明権は子どもの ｢居場所を実

現する権利｣47)であり､｢子どもの権利の本質｣Jl&)

と解釈し､子どもの呼びかけに応答することは､

子どもを1人の人間主体として全面的に認める

こと､つまり ｢ありのままに受け入れる｣こと

であると述べている｡また､｢欲求 (意見)｣を

表明しても､｢応答 してもらえないとき､その者

の存在そのものが無視され､人間の尊厳が否定
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される｣｡9)と､表明した意見に対 して応答されな

いことが､子どもの人間存在を無視することに

なると警告している｡福田のこの指摘は､意見

表明権が､コルチャックの挙げる基本的権利､

つまり全面的な存在の受容と不可分の関係にあ

ることを示すものと言えよう｡

Ⅲ.乳幼児の意見表明権の ｢行使｣

- おとなとの協同実施 一

乳幼児の意見表明権が､存在の全面的受容で

あるとするならば､その権利の実施は､必ず保

障されなければならない｡

乳幼児は､能動的な社会的主体であるが､全

面的に親やケア提供者に依存しており､｢その権

利を行使するに当たって助言､指導及び援助を

必要｣50)とする｡意見表明権が､乳幼児によっ

て ｢意見表明｣されたとしても､それを受け留

め､実際的な効果をもたらすところの権利行使

へと至るには､おとなの働き､または介入が不

可欠である｡

クラップマン教授によれば､乳幼児が ｢意見

表明｣したなら､それが開かれ (tobeheard)､

応えられ (toberespollded)､尊敬されなけれ

ばならない (toberespected)51)｡これが､乳幼

児の意見表明権が保障されていく重要な基本的

道筋であると考えられる｡

この過程によって乳幼児の意見表明権を実現

する ｢おとな｣とは､人間存在として乳幼児を

尊敬 し､かつ ｢その子どもの興味､ニーズと調

和した重要な人物｣ 52) であり､また ｢乳幼児に

同一化できる間主観的な心的状況｣ 53)をもつお

となであることが求められる｡乳幼児と､意識

と価値を共有し､彼らの ｢言葉｣を傾聴し､｢言

葉｣通 りに理解し､尊重することのできるおと

なとの協同作業によって初めて､意見表明種は

行使に至ると言えるのではないか｡

子どもの権利条約第5条は､子どもに対する

親や法廷保護者等の権利を認めており､第5条

の下では､彼らが事実上の権利保有者となる｡

乳幼児の権利の実施には､常に第 5条の権利が

関わるが､その際､乳幼児の権利を実施する

｢おとな｣が､乳幼児の権利を真の意味で行使

し得る心的状況を有するのかが常に問われなけ

ればならないと思われる｡

権利は､単にもっているという現実性ではな

く､それが行使されたとき､権利保有者がその

効果を知覚し､満足感にも近い感情を実感でき

るものである必要があるのではないだろうか54)｡

乳幼児が保有する意見表明権によって､乳幼児

の最善の利益がこれまで以上に保障され､個々

の乳幼児が､その存在を常に受容される乳幼児

期を送るために､意見表明権に対する認識､乳

幼児の人間存在への尊敬､協同者としてのおと

なの意識の深化が必要である｡

おわりに

著者はこれまで､コルナヤツクの子ども観の

考察をひとつのテーマとして研究に取 り組んで

きたが､彼の乳幼児の権利観に取 り細み始めた

直後に参加した､ロタール ･クラップマン子ど

もの権利委員会委員､コルチャック研究者ヴァ

ル トラウ トケルペルーガンセ教授の来日講演か

ら､コルチャックの思想と乳幼児の権利との深

い関係性を確認することができた｡

コルチャックは､1929年発表の 『子どもの権

利の尊重』において､1924年のジュネーブ宣言

について

｢ジュネーブの立法者たちは義務と権利とを混

同してしまった｡宣言の調子は､強い主張では

なく説得である｡すなわちそれは､善意や親切

心への嘆願なのである｣55)

として､ジュネーブ宣言が､おとなの当然の義

務を挙げたのみで､子どもの主体としての権利

が掲げられなかったこと56)を痛烈に批判 してい

る｡コルチャックは､子どもの要求する保護や

生命への権利の行使は､おとなの親切心や善意

によってなされるのではなく､どれ程おとなの

- 103-



側に多 くの労力がかかろうと､おとなの義務は

果たされなければならないこと､権利 を行使 し

ようとしている子 どもに耳を傾けるべ きことを､

繰 り返 し主張 している｡

子 どもの尊重を要求するコルチャックの主張

の多 くは､子 どもに対するお となの言動の批判

を通 してなされている｡現実的に子 どもの権利

の保障が実現されるのは､ほとんどの場合おと

なの認識 と行動に依存 しているといっても過言

ではないであろう｡特に､乳幼児の権利におい

ては､それはほぼすべての場合である｡従って､

日常生活の中で連続的に実施 されるべ き､乳幼

児の意見表明権の実施のために､個々のおとな

の認識 と行動-の働 きかけが重要であると思わ

れる｡今後､乳幼児の意見表明権への考察とと

もに､実施のためのおとなへの働 きかけについ

て研究 ･考察 していきたい｡
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A Study on Implementing the right to express his/her views

of the young child

- Based on Janusz Korczak's idea of children's rights-

Izumi ODAKURA

Keywords: the Committee on the rights of the child, young children,

the Right to express one's views, Janusz Korczak

Historically the rights of young children were limited. Even in the process of the enactment of

Convention on the Rights of the Child. most of the mentions in young children were about

protection and the right to express one's views was not applied to young children.

The "General Comments 0.7": "Implementing Childs Rights in Early Childhood" by the

Committee on the Rights of the Child describe clearly that young children are holders of all rights

enshrined in the Convention. The Committee underlined even feelings of young child are "views"

deserving of our respects. Korczak also urgeed to listen and respect young children's "the speech

of tears and smiles". In this thesis. I propose that his ideas of young children and their rights can

lead us to gain an appreciation and understanding of the philosophy of Convention on the Rights of

the Child.

-107-


